
船舶事故調査報告書 

令和４年１２月２１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和４年５月２５日 １９時１０分ごろ 

発生場所 東京都隅田川派川相生橋付近 

富岡八幡三等三角点から真方位２４０°１,１２０ｍ付近 

（概位 北緯３５°４０.０′ 東経１３９°４７.３′） 

事故の概要 旅客船第十六朋
とも

丸は、南進中、また、手漕ぎボート（船名なし）

は、南進中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和４年６月２１日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 旅客船 第十六朋丸、２７トン 

  １３６７８０、有限会社つりせい（Ａ社） 

Ｂ 手漕ぎボート （船名なし）、総トン数なし（全長９.５８ｍ） 

なし、東京海洋大学（Ｂ大学） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、六級（航海） 

  乗組員Ａ、一級小型・特定 

Ｂ 艇長Ｂ、操縦免許 なし 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 左舷船尾部舷縁に擦過傷、櫂１本折損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風力 ２、視界 良好 

水象：川面 平穏、潮汐 下げ潮の末期 

日没時刻：１８時４７分ごろ 常用薄明終了時刻：１９時１６分ごろ 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び乗組員Ａほか１人が乗り組み、旅客１６人を乗

せ、法定灯火を表示し、乗組員Ａが操舵区画で操船に当たり、１８時

５０分ごろ、遊覧の目的で東京都お台場海浜公園付近海域に向け、隅

田川吾妻橋付近の桟橋を出発し、隅田川を南進した。 

Ａ船は、隅田川永代橋を通過したのちに左転し、隅田川派川を南進

中、相生橋（以下「本件橋」という。）の北方で、北進するプレジャ

ーボートを認め、針路を少し右に転じるとともに減速した。 

乗組員Ａは、本件橋の下にいた無灯火のＢ船を認めなかった。 

乗組員Ａは、本件橋の下に航行の支障となる他船等はいないと思い

航行を続け、本件橋の西側橋脚の東側近くで、Ａ船の右舷船首部とＢ

船の左舷船尾部とが衝突した。 

Ａ船は、レーダーを設置していなかった。 

Ｂ船は、艇長Ｂほか９人の部員（以下「同乗者」という。）が乗

り、艇長Ｂが左舷船尾で舵を取り、同乗者が櫂を漕いで、漕走の練習



の目的で、１８時２０分ごろ、Ｂ大学の船だまりを出発した。 

艇長Ｂは、日没後から日の出までの間に灯火を表示しなければなら

いことは知っていたが、明るいうちにＢ大学の船だまりに戻る予定だ

ったので、灯火用のランタンを携行しなかった。 

Ｂ船は、本件橋を通過して北進し、１９時ごろ隅田川と隅田川派川

が合流する付近で反転した際、艇長Ｂが、Ａ船を認めた。 

Ｂ船は、Ｂ大学の船だまりに向け南進し、本件橋の西側橋脚の東側

近くで、北進するプレジャーボートとすれ違い、艇長Ｂが、本件橋を

通過したのちに右転してＡ船を左舷側に避けようと思っていたが、本

件橋の西側橋脚の東側近くを航行中にＡ船が接近してきて、避けるこ

とができず、Ａ船と衝突した。 

艇長Ｂは、本事故後、北進するプレジャーボートの航走波を船首方

から受けたのでＢ船の船速が落ち、Ａ船と衝突する前に本件橋を通過

できなかったと思った。 

艇長Ｂ及び同乗者は、大声を出す等の注意喚起を行っていなかっ

た。 

艇長Ｂ及び同乗者は、救命胴衣を着用していなかった。 

分析 Ａ船は、南進中、乗組員Ａが、本件橋の下に航行の支障となる他船

等はいないと思い航行を続けたことから、Ｂ船と衝突したものと考え

られる。 

Ｂ船は、無灯火で南進中、艇長Ｂが、本件橋を通過したのちに右転

して左舷側にＡ船を避けようと思い、航行を続けたことから、本件橋

の西側橋脚の東側近くを航行中に接近してきたＡ船を避けることがで

きず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

艇長Ｂは、明るいうちにＢ大学の船だまりに戻る予定だったことか

ら、灯火用のランタンを携行せず、日没後、無灯火で航行していたも

のと考えられる。 

原因  本事故は、常用薄明時、Ａ船が南進中、Ｂ船が無灯火の状態で南進

中、乗組員Ａが、本件橋の下に航行の支障となる他船等はいないと思

い航行を続け、また、艇長Ｂが、本件橋を通過したのちに右転して左

舷側にＡ船を避けようと思い、航行を続けたため、Ｂ船が本件橋の西

側橋脚の東側近くを航行中に接近してきたＡ船を避けることができ

ず、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・川を航行する船長は、薄明時、橋の下等の暗いところに目視で発

見しにくい手漕ぎボート等がいることを考慮し、安全な速力に減

速する等して十分に注意して航行すること。 

・手漕ぎボートの乗船者は、夜間航行する場合、法定灯火を表示す

ること。 



 

・手漕ぎボートの乗船者は、波等の影響を受けて想定した避航動作

がとれないことがあるので、接近する船舶を認めたとき、余裕の

ある時機に注意喚起、避航動作等の衝突を避けるための措置を採

ること。 

・手漕ぎボートの乗船者は、救命胴衣を着用することが望ましい。 


